
 
 

 1

諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和７年１月２３日（令和７年（行情）諮問第８７号、同第８９号及

び同第９１号ないし同第９３号） 

答申日：令和７年７月２５日（令和７年度（行情）答申第２１６号ないし同第

２２０号） 

事件名：特定一部事務組合の一般廃棄物処理基本計画に係る特定事項を把握し

た時期等の不開示決定（不存在）に関する件 

特定一部事務組合の一般廃棄物処理基本計画に係る特定事項を把握

した時期から当該組合に対して行った助言等の内容が分かる文書の

不開示決定（不存在）に関する件 

特定一部事務組合の特定一般廃棄物処理施設に係る特定の事項につ

いて当該組合に対して行った助言等の内容が分かる文書の不開示決

定（不存在）に関する件 

特定一部事務組合の特定一般廃棄物処理施設に係る特定の事項につ

いて当該組合に対して行った助言等の内容が分かる文書の不開示決

定（不存在）に関する件 

特定一部事務組合の特定一般廃棄物処理施設に係る特定の事項につ

いて当該組合に対して行った助言等の内容が分かる文書の不開示決

定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙１に掲げる各文書（以下、順に「本件対象文書１」ないし「本件対

象文書５」といい、併せて「本件対象文書」という。）につき、これを保

有していないとして不開示とした各決定は、妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく各開示請求に対し、令和６年９月１８日付け特定記号第

５５３５号、同第５５３７号、同第５５３９号ないし同第５５４１号によ

り特定防衛局長（以下「処分庁」という。）が行った各不開示決定（以下、

順に「原処分１」ないし「原処分５」といい、併せて「原処分」とい

う。）について、その取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由の要旨は、各審査請求書及び各意

見書によると、おおむね別紙２ないし別紙１１のとおりである。 
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第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件各開示請求は、本件対象文書の開示を求めるものであり、これに該

当する行政文書については、作成及び取得をしておらず、保有の確認がで

きないため、令和６年９月１８日付け特定記号第５５３５号、同第５５３

７号及び同第５５３９号ないし同第５５４１号により、法９条２項の規定

に基づき、文書不存在による不開示決定処分（原処分）を行った。 

本件各審査請求は、原処分に対して提起されたものである。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

本件対象文書については、作成及び取得しておらず、保有の確認ができ

ないため、不開示としたものである。 

３ 審査請求人の主張について 

（１）原処分１について 

審査請求人は、「貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

る場合は、結果的に、貴省は令和６年度においても、①特定一部事務組

合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計画の内容を把握して

いないことになり、②同組合も貴省に対して令和４年３月に一般廃棄物

処理基本計画を改定していることを報告していないことになるので、理

由説明書に貴省が令和６年度において同組合に対して行うことになる具

体的な事務処理の内容を明記しなければならない。そして、貴省が当該

審査請求に当たって不開示決定を維持する場合に、特定一部事務組合が

補助金の交付の条件として処理を行うことになっている米軍ごみには、

「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」は含まれていないと判断し

ている場合は、貴省の事務処理の公平性・公正性を確保するために、理

由説明書にその合理的な理由と法的根拠を明記しなければならない」等

として、原処分１を取り消し、対象文書を開示するよう求めるが、本件

対象文書１については、上記２のとおり、作成および取得しておらず、

かつ、特定防衛局において所要の探索を行ったにもかかわらず保有の確

認ができないため、不存在につき不開示としたものであり、本件審査請

求を受けて念のため所要の探索を行ったが、再度の探索においても保有

を確認できなかった。 

よって、審査請求人の主張には理由がなく、原処分１を維持すること

が妥当である。 

（２）原処分２について 

審査請求人は、「貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

る場合は、結果的に、貴省は令和６年度においても、補助事業者である

特定一部事務組合に対して、米軍ごみに含まれている「不燃ごみ」と

「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処理については何の助言や指導等も行っ
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ていないことになるので、理由説明書にその合理的な理由を明記しなけ

ればならない。そして、貴省は当該審査請求人が令和６年７月１７日付

けで行政文書の開示請求を行ったことにより、特定一部事務組合が令和

４年３月に一般廃棄物処理基本計画を改定していることについては知っ

ていることになるので、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維

持する場合は、そのことを前提にして理由説明書を作成しなければなら

ない」等として、原処分２を取り消し、対象文書を開示するよう求める

が、本件対象文書２については、上記２のとおり、作成および取得して

おらず、かつ特定防衛局において所要の探索を行ったにもかかわらず保

有の確認ができないため、不存在につき不開示としたものであり、本件

審査請求を受けて念のため所要の探索を行ったが、再度の探索において

も保有を確認できなかった。 

よって、審査請求人の主張には理由がなく、原処分２を維持すること

が妥当である 

（３）原処分３について 

審査請求人は、「貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

る場合は、結果的に、貴省は令和６年度においても、補助事業者である

特定一部事務組合に対して補助対象財産であるリサイクルプラザと溶融

炉の財産処分について何の助言や指導等も行っていないことになるので、

理由説明書にその合理的な理由を明記しなければならない。そして、貴

省は、当該審査請求人が令和６年７月１７日付けで行政文書の開示請求

行ったことにより、特定一部事務組合が令和４年３月に一般廃棄物処理

基本計画を改定していることについては知っていることになるので、貴

省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、そのことを

前提にして理由説明書を作成しなければならない」等として、原処分３

を取り消し、対象文書を開示するよう求めるが、本件対象文書３につい

ては、上記２のとおり、作成および取得しておらず、かつ、特定防衛局

において所要の探索を行ったにもかかわらず保有の確認ができないため、

不存在につき不開示としたものであり、本件審査請求を受けて念のため

所要の探索を行ったが、再度の探索においても保有を確認できなかった。 

よって、審査請求人の主張には理由がなく、原処分３を維持すること

が妥当である 

（４）原処分４について 

審査請求人は、「貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

る場合は、結果的に、貴省は令和６年度においても、補助事業者である

特定一部事務組合に対して、補助金適正化法の規定に基づく貴省の補助

目的を達成するために何の助言や指導等も行っていないことになるので、

理由説明書にその合理的な理由を明記しなければならない。そして、貴
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省は、当該審査請求人が令和６年７月１７日付けで行政文書の開示請求

を行ったことにより、特定一部事務組合が令和４年３月に一般廃棄物処

理基本計画を改定していることについては知っていることになるので、

貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、そのこと

を前提にして理由説明書を作成しなければならない」等として、原処分

４を取り消し、対象文書を開示するよう求めるが、本件対象文書４につ

いては、上記２のとおり、作成および取得しておらず、かつ、特定防衛

局において所要の探索を行ったにもかかわらず保有の確認ができないた

め、不存在につき不開示としたものであり、本件審査請求を受けて念の

ため所要の探索を行ったが、再度の探索においても保有を確認できなか

った。 

よって、審査請求人の主張には理由がなく、原処分４を維持すること

が妥当である 

（５）原処分５について 

審査請求人は、「貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

る場合は、結果的に、貴省は令和６年度においても、特定一部事務組合

に対して補助金の返還や加算金の納付について何の助言や指導等も行っ

ていないことになるので、理由説明書にその合理的な理由を明記しなけ

ればならない。そして、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維

持する場合は、貴省が定めている財産処分の承認基準における補助対象

財産の経過年数が、所有年数ではなく「補助事業者が補助目的のために

事業を実施した年数」になっていることを踏まえて、理由説明書を作成

しなければならない」等として、原処分５を取り消し、対象文書を開示

するよう求めるが、本件対象文書５については、上記２のとおり、作成

および取得しておらず、かつ、特定防衛局において所要の探索を行った

にもかかわらず保有の確認ができないため、不存在につき不開示とした

ものであり、本件審査請求を受けて念のため所要の探索を行ったが、再

度の探索においても保有を確認できなかった。 

よって、審査請求人の主張には理由がなく、原処分５を維持すること

が妥当である 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件各諮問事件について、以下のとおり、併合し、調査審

議を行った。 

① 令和７年１月２３日  諮問の受理（令和７年（行情）諮問第８７

号、同第８９号及び同第９１号ないし同第９

３号） 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受（同上） 

③ 同年３月３日     審査請求人から意見書を収受（同上） 
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④ 同年７月１７日    令和７年（行情）諮問第８７号、同第８９

号及び同第９１号ないし同第９３号の併合並

びに審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件各開示請求は、本件対象文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

これを保有していないとして不開示とする各決定（原処分）を行った。 

これに対し、審査請求人は、本件対象文書の開示を求めているところ、

諮問庁は、原処分を維持することが妥当としていることから、以下、本件

対象文書の保有の有無について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

（１）本件対象文書を保有していない理由について、当審査会事務局職員を

して諮問庁に確認させたところ、諮問庁は、以下のとおり説明する。 

  ア 特定一部事務組合が、特定村Ａ、特定村Ｂ及び特定米軍施設から排

出される廃棄物を継続的かつ安定的に受け入れるため、ごみ処理施設

の整備について必要な措置を採るときは、防衛省は、防衛施設周辺の

生活環境の整備等に関する法律８条に基づく民生安定施設の助成とし

て、特定一部事務組合に対し、その費用の一部を補助することとして

いるが、本件対象文書中の「補助金」とは、この費用の一部補助のこ

とである。 

    特定一部事務組合への上記補助金の交付に当たっては、補助金等交

付決定通知書において、交付条件として、「補助事業者等は、補助事

業等により設置したごみ処理施設において、特定米軍施設から排出さ

れる廃棄物をこれら防衛施設の環境保全上支障を生じないように、適

正に処分すること。」と規定しているが、「可燃」、「不燃」、「粗

大」等の処分をするごみの種類については規定していない。したがっ

て、特定一般廃棄物処理施設において、特定米軍施設の「可燃ごみ」

のみを処理しているとしても、助言や指導等を行う必要はなく、特定

米軍施設から排出されるどのような種類のごみを処理しているかを知

る必要はないから、本件対象文書は作成、取得していない。 

  イ なお、本件各開示請求及び本件各審査請求を受け、関係部署におい

て探索を行ったが、本件対象文書の保有は確認できなかった。 

（２）当審査会において、諮問庁から特定一部事務組合に対する補助金等交

付決定通知書の提示を受けて確認したところ、上記（１）アの諮問庁の

説明のとおりの規定があることが認められる。 

この規定に照らせば、特定一般廃棄物処理施設において、特定米軍施

設の「可燃ごみ」のみを処理しているとしても、直ちに特定防衛局が助

言や指導等を行う必要はなく、特定米軍施設から排出されるごみの種類
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を知る必要はないということができるから、本件対象文書は作成、取得

していない旨の諮問庁の上記（１）イの説明は不自然、不合理とはいえ

ない。 

また、他に本件対象文書の存在をうかがわせる事情も認められない。 

したがって、特定防衛局において本件対象文書を保有しているとは認

められない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件各不開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象文書につき、これを保有していないとして不

開示とした各決定については、特定防衛局において本件対象文書を保有し

ているとは認められず、妥当であると判断した。 

（第４部会） 

  委員 白井幸夫、委員 田村達久、委員 野田 崇 
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別紙１ 

 

本件対象文書１ 

特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計画は、特

定防衛施設局が同組合に対して補助金の交付の決定をしたときに、補助金適正

化法７条１項の規定に従って、同局の補助目的を達成するために“米軍施設の

ごみ処理”を行うことを補助金の交付の条件として附していたにもかかわらず、

米軍ごみのうち、「可燃ごみ」の処理だけを行い、「不燃ごみ」と「粗大ご

み」と「資源ごみ」の処理は行わない計画（結果的に「不燃ごみ」と「粗大ご

み」と「資源ごみ」の処理を放棄している計画）になっているが、①特定防衛

局がそのことを知った時期（年月日）と、②その具体的な経緯が分かる行政文

書（特定防衛局に対する同組合からの電話の記録や電子メールの記録等を含

む。） 

 

本件対象文書２ 

特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計画は、特

定防衛施設局が同組合に対して補助金の交付を決定したときに、補助金適正化

法７条１項の規定に従って、同局の補助目的を達成するために“米軍施設のご

み処理”を行うことを補助金の交付の条件として附していたにもかかわらず、

米軍ごみのうち、「可燃ごみ」の処理だけを行い、「不燃ごみ」と「粗大ご

み」と「資源ごみ」の処理は行わない計画（結果的に「不燃ごみ」と「粗大ご

み」と「資源ごみ」の処理を放棄している計画）になっているが、特定防衛局

がそのことを知ったときから、これまでに同組合に対して行っていた助言や指

導等の具体的な内容が分かる行政文書（同組合に対する貴局の電話の記録や電

子メールの記録等を含む。） 

 

本件対象文書３ 

特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計画に従っ

て、同組合が特定防衛施設局の補助金を利用して整備した特定一般廃棄物処理

施設を廃止する場合は、同組合が、①「可燃ごみ」の焼却灰の処理を行うため

に整備している溶融炉（補助金適正化法における補助対象財産）と、②「不燃

ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処理を行うために整備しているリサイ

クルプラザ（補助金適正化法における補助対象財産）を、補助金の交付の条件

である“米軍施設のごみ処理”に一度も使用しないまま廃止することになるが、

特定防衛局がそのことについて同組合に対して行っている助言や指導等の具体

的な内容が分かる行政文書（同組合に対する貴局の電話の記録や電子メールの

記録等を含む。） 
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本件対象文書４ 

特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計画に従っ

て、同組合が特定防衛施設局の補助金を利用して整備した特定一般廃棄物処理

施設を廃止する場合は、結果的に、同組合が、補助金適正化法の規定に基づく

補助事業者として、同局が同組合に対する補助目的を達成するために附してい

た補助金の交付の条件に従って補助事業を行っていなかった（平成２９年１２

月から焼却炉を使用して「可燃ごみ」の処理だけを行っていた）ことになるが、

特定防衛局がそのことについて同組合に対して行っている助言や指導等の具体

的な内容が分かる行政文書（同組合に対する貴局の電話の記録や電子メールの

記録等を含む。） 

 

本件対象文書５ 

特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計画に従っ

て、同組合が特定防衛施設局の補助金を利用して整備した特定一般廃棄物処理

施設を廃止する場合は、結果的に、同組合が、同局が補助金適正化法７条１項

の規定に従って同組合に対する補助目的を達成するために附していた補助金の

交付の条件に従って補助事業を行っていなかった（平成２９年１２月から焼却

炉を使用して「可燃ごみ」の処理だけを行っていた）ことになるので、同法の

規定により、防衛大臣は自らの責任において同法１８条及び同法１９条の規定

に従って、同組合に対して補助金の返還と加算金の納付を命じなければならな

いことになるが、特定防衛局がそのことについて同組合に対して行っている助

言や指導等の具体的な内容が分かる行政文書（同組合に対する貴局の電話の記

録や電子メールの記録等を含む。） 
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別紙２ 

 

審査請求の理由（原処分１） 

１ 貴省（特定防衛局）は、平成２９年度に特定一部事務組合に対して、特定

米軍施設から排出される一般廃棄物（以下「米軍ごみ」という。）の処理を

行うことを要諸していた。 

２ しかし、その際に「可燃ごみ」の処理を求めていたが、「不燃ごみ」と

「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処理は求めていなかった。 

３ その証拠に、特定一部事務組合は平成２９年１２月から「可燃ごみ」の処

理だけを行っている。 

４ しかも、特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本

計画は、米軍ごみから「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」を除外し

て策定されている。 

５ したがって、特定一部事務組合が米軍ごみから「不燃ごみ」と「粗大ご

み」と「資源ごみ」を除外して一般廃棄物処理基本計画を策定している場合

は、同組合が「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処理を放棄して

いることになる。（重要） 

６ そして、貴省（特定防衛局）が、特定一部事務組合が「不燃ごみ」と「粗

大ごみ」と「資源ごみ」の処理を放棄していることを容認している場合は、

貴省（特定防衛局）が、特定一部事務組合に対して「不燃ごみ」と「粗大ご

み」と「資源ごみ」の処理を免除していることになる。（重要） 

７ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提として行政文書の開示請求を

行っている。 

８ 以上により、貴省は、審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び

取得しているはずなので、当該審査請求に当たって不開示決定を維持するこ

とはできない。 

９ なお、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、結果

的に、貴省は令和６年度においても、①特定一部事務組合が令和４年３月に

改定した一般廃棄物処理基本計画の内容を把握していないことになり、②同

組合も貴省に対して令和４年３月に一般廃棄物処理基本計画を改定している

ことを報告していないことになるので、理由説明書に貴省が令和６年度にお

いて同組合に対して行うことになる具体的な事務処理の内容を明記しなけれ

ばならない。（重要） 

１０ そして、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合に、

特定一部事務組合が補助金の交付の条件として処理を行うことになってい

る米軍ごみには、「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」は含まれて

いないと判断している場合は、貴省の事務処理の公平性・公正性を確保す

るために、理由説明書にその合理的な理由と法的根拠を明記しなければな
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らない。（重要） 
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別紙３ 

 

意見書（原処分１） 

１ 防衛省が、特定一部事務組合に対して補助金適正化法６条１項の規定に従

って補助金（約４０億円）の交付を決定していたことは事実である。 

２ そして、防衛省が特定一部事務組合に対して補助金の交付を決定したとき

に、同組合に対する補助金の交付の目的を達成するために、補助金適正化法

７条１項の規定に従って同組合が同省の補助金を利用して整備する特定一般

廃棄物処理施設を使用して、同組合の行政区域内にある特定米軍施設から排

出される一般廃棄物（以下「米軍ごみ」という。）の処理を行うことを条件

として附していたことも事実である。 

３ したがって、特定一部事務組合は、①補助金適正化法１１条１項の規定に

より、②同法の規定に基づく補助事業者として、③防衛省が同省の補助目的

を達成するために附している補助金の交付の条件に従って、④善良な管理者

の注意をもって補助事業を行わなければならないことになる。（重要） 

４ しかし、特定一部事務組合は、特定一般廃棄物処理施設の供用を開始した

平成１５年度から平成２９年１１月までの約１５年間、事実として、特定一

般廃棄物処理施設を使用して補助金の交付の条件になっている「米軍ごみ」

の処理を一度も行っていなかった。 

５ そして、防衛省は、特定一部事務組合が特定一般廃棄物処理施設の供用を

開始した平成１５年度から平成２９年１１月までの約１５年間、同組合に対

して補助金の交付の条件に従って「米軍ごみ」の処理を行うことを求めてい

なかった。（重要） 

６ しかも、防衛省は、特定一部事務組合が同省の求めに応じて平成２９年１

２月から「米軍ごみ」の処理に着手したときに、「米軍ごみ」に含まれてい

る「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処理を行うことを求めずに

「可燃ごみ」の処理を行うことだけを求めていた。（重要） 

７ なお、特定一部事務組合は、令和４年３月に一般廃棄物処理基本計画を改

定するまで、同計画において「米軍ごみ」に対する処理計画を策定していな

かった。 

８ そして、特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本

計画は、「米軍ごみ」から「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」を意

図的に除外して「可燃ごみ」の処理だけを行う計画になっている。 

９ しかし、審査請求人は、過去に行った防衛省に対する行政文書の開示請求

に、当たって、特定一部事務組合が令和４年３月に一般廃棄物処理基本計画

を改定していることを同省に伝えているので、同省は令和６年において、そ

のことを知っていたことになる。 

１０ そうなると、防衛省は、特定一部事務組合に対して、平成時代から「米
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軍ごみ」に含まれている「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処

理を行うことを求めていなかったことになり、令和時代においても求めて

いないことになる。（重要） 

１１ そして、防衛省が、平成時代から補助金適正化法の規定に基づく補助事

業者である特定一部事務組合に対して適正な事務処理を行っていたと判断

している場合は、同組合が同省の補助金の交付の条件に従って処理を行わ

なければならない「米軍ごみ」には、はじめから「不燃ごみ」と「粗大ご

み」と「資源ごみ」は含まれていなかったことになる。（重要） 

１２ したがって、防衛省が特定一部事務組合に対して国の行政機関として法

令の定めに従って適正な事務処理を行っていると判断している場合は、同

省は審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取得していなけれ

ばならないことになる。（重要） 

１３ なぜなら、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び

取得していない場合は、第三者（会計検査院を含む。）に対して特定一部

事務組合に対する同省の事務処理の正当性を証明することができないこと

になるからである。（重要） 

１４ そして、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取

得していない場合は、同省が平成時代から、特定一部事務組合が策定して

いる一般廃棄物処理基本計画を意図的に無視して事務処理を行っているこ

とになるからである。（重要） 

１５ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提にして、防衛省に対して行

政文書の開示請求を行っている。 

１６ にもかかわらず、防衛省は、同省において審査請求人が開示を求めてい

る行政文書については、作成及び取得しておらず、保有の確認ができなか

ったという理由だけで、不開示としていた。 

１７ しかも、防衛省は、審査請求人が行った審査請求に対して、審査請求を

受けて所要の探索を行ったが、再度の探索においても保有を確認できなか

ったという理由だけで、審査請求人の主張には理由がないと「断定」して、

不開示決定処分を維持することは妥当であると結論付けている。 

１８ しかし、審査請求人の主張は、国の主権者である国民の主張である。 

１９ したがって、国の行政機関が国の主権者である国民の主張には理由がな

いと「断定」して事務処理を行うためには、法の秩序を維持するために、

行政機関の責任において、国の主権者である国民に対して、その法的根拠

を明確にしなければならない。 

２０ そして、国の行政機関が国の主権者である国民に対して行政機関におけ

る事務処理に対する法的根拠を明確にするためには、その行政機関におい

て組織的に用いることができる行政文書を作成及び取得して、いつでも国

の主権者である国民に対して開示できるようにしておかなければならない。 
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２１ なぜなら、国の行政機関が行政機関における事務処理に対する法的根拠

を国民に示すために、国民からの開示請求や審査請求等を受けて、その都

度、行政文書の探索を行うことは、非効率的な事務処理を行っていること

になり、国の行政機関としての事務処理を怠っていることになるからであ

る 

２２ なお、情報公開法は、①国民主権の理念にのっとり、②行政文書の開示

を請求する権利につき定めること等により、③行政機関の保有する情報の

一層の公開を図り、④もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責

務が全うされるようにするとともに、⑤国民の的確な理解と批判の下にあ

る公正で民主的な行政の推進に資することを「目的」にしている（法１）。 

以上により、防衛省の理由説明は、特定一部事務組合に対して補助金を交付

している国の行政機関としての理由説明になっていない※１※２ので、不開示

決定処分を維持することは不当である。 

※１：防衛省が審査請求を受けて審査請求人が開示を求めている行政文書の探

索を行っていることが事実である場合は、少なくとも、同省は、令和７年

において審査請求人が審査請求を行っている理由を承知していることにな

る。 

※２：国の行政機関である防衛省が、国民が開示を求めている法令に基づく同

省の事務処理に関する行政文書に対して、①作成及び取得していないとい

う理由や、②国民の審査請求を受けて検索を行ったが保有を確認できなか

ったという理由だけで、③不開示決定処分を維持することは、同省が、④

審査請求における国民の「主張」や、⑤情報公開法の「目的」を無視して

事務処理を行っていることになり、結果的に、同省が、⑥法令の定めに反

して事務処理を行っていることになる。 

いずれにしても、国の行政機関である防衛省（法律上は防衛大臣）は、国の

立法機関である国会が定めている補助金適正化法３条１項の規定により、補助

金等が「国民」から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるもので

あることに特に留意して、補助金等に係る予算の執行に努める責務を有してい

る。 

そして、防衛省の職員は、憲法１５条２項の規定における日本の公務員とし

て、同省の奉仕者としてではなく、「国民全体」の奉仕者として職務を遂行す

る責務を有している。 

以上 
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別紙４ 

 

審査請求の理由（原処分２） 

１ 貴省（特定防衛施設局）は、特定一部事務組合に対して補助金適正化法６

条１項の規定に従って補助金の交付を決定したときに、同組合に対する補助

金の交付の目的を達成するために、同法７条１項の規定に従って同組合が整

備する特定一般廃棄物処理施設を使用して特定米軍施設から排出される一般

廃棄物（以下「米軍ごみ」という。）の処理を行うことを条件として附して

いた。 

２ しかし、特定一部事務組合は、貴省の補助金を利用して特定一般廃棄物処

理施設の整備を行った平成１５年度から平成２９年１１月まで、補助金の交

付の条件になっている米軍ごみの処理を一度も行っていなかった。 

３ そして、特定一部事務組合は、平成２９年１２月から米軍ごみの処理に着

手しているが、焼却炉を使用して「可燃ごみ」の処理だけを行っている。 

４ したがって、特定一部事務組合は、米軍ごみの処理において、令和６年度

まで、リサイクルプラザを使用して「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ご

み」の処理を一度も行っていないことになる。（重要） 

５ しかも、特定一部事務組合は平成２６年度から溶融炉の運用を休止してい

るので、同組合は、令和６年度まで、溶融炉を使用して米軍ごみの処理を一

度も行っていないことになる。（重要） 

６ なお、特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計

画は、同組合の構成村である特定村Ａと特定村Ｂが特定市と共同で推進して

いる「ごみ処理の広域化」に伴って、令和１１年度には補助金適正化法の規

定に基づく補助対象財産である特定一般廃棄物処理施設を廃止する計画にな

っている。 

７ 言うまでもなく、特定一部事務組合が所有している補助対象財産である特

定一般廃棄物処理施設には、①焼却炉だけでなく、②リサイクルプラザや、

③溶融炉や、④建物等が含まれている。 

８ したがって、特定一部事務組合が令和１０年度まで一般廃棄物処理基本計

画の見直しを行わない場合は、同組合は、①リサイクルプラザと、②溶融炉

を米軍ごみの処理に一度も使用しないまま補助対象財産である特定一般廃棄

物処理施設を廃止することになる。（重要） 

９ しかし、その場合は、①特定一部事務組合が令和１０年度に米軍ごみの処

理を放棄することになるので、②貴省は特定一部事務組合に対する補助目的

を達成することができないことになる。（重要） 

１０ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提として行政文書の開示請求

を行っている。 

１１ 以上により、貴省は、審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及
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び取得しているはずなので、当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

ることはできない。 

１２ なお、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、結

果的に、貴省は令和６年度においても、補助事業者である特定一部事務組

合に対して、米軍ごみに含まれている「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資

源ごみ」の処理については何の助言や指導等も行っていないことになるの

で、理由説明書にその合理的な理由を明記しなければならない。（重要） 

１３ そして、貴省は、当該審査請求人が令和６年７月１７日付けで行政文書

の開示請求を行ったことにより、特定一部事務組合が令和４年３月に一般

廃棄物処理基本計画を改定していることについては知っていることになる

ので、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、その

ことを前提にして理由説明書を作成しなければならない。（重要） 
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別紙５ 

 

意見書（原処分２） 

１ 防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の開示請求に

よって、令和６年において、特定一部事務組合が令和４年３月に一般廃棄物

処理某本計画を改定していることを知っていたことになる。 

２ そして、防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の開

示請求によって、令和６年において、特定一部事務組合が令和４年３月に改

定した一般廃棄物処理基本計画が、「米軍ごみ」のうち「可燃ごみ」の処理

だけを行い、「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処理を行わない

計画になっていることも知っていたことになる。 

３ したがって、防衛省が特定一部事務組合に対して国の行政機関として法令

の定めに従って適正な事務処理を行っていると判断している場合は、同省は

審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取得していなければなら

ないことになる。（重要） 

４ なぜなら、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取

得していない場合は、第三者（会計検査院を含む。）に対して特定一部事務

組合に対する同省の事務処理の正当性を証明することができないことになる

からである。（重要） 

５ そして、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取得

していない場合は、同省が同組合が策定している一般廃棄物処理基本計画を

意図的に無視して事務処理を行っていることになるからである。（重要） 

６ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提にして、防衛省に対して行政

文書の開示請求を行っている。 

７ にもかかわらず、防衛省は、同省において審査請求人が開示を求めている

行政文書については、作成及び取得しておらず、保有の確認ができなかった

という理由だけで、不開示としていた。 

８ しかも、防衛省は、審査請求人が行った審査請求に対して、審査請求を受

けて所要の探索を行ったが、再度の探索においても保有を確認できなかった

という理由だけで、審査請求人の主張には理由がないと「断定」して、不開

示決定処分を維持することは妥当であると結論付けている。 

９ しかし、審査請求人の主張は、国の主権者である国民の主張である。 

１０ したがって、国の行政機関が国の主権者である国民の主張には理由がな

いと「断定」して事務処理を行うためには、法の秩序を維持するために、

行政機関の責任において、国の主権者である国民に対して、その法的根拠

を明確にしなければならない。 

１１ そして、国の行政機関が国の主権者である国民に対して行政機関におけ

る事務処理に対する法的根拠を明確にするためには、その行政機関におい
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て組織的に用いることができる行政文書を作成及び取得して、いつでも国

の主権者である国民に対して開示できるようにしておかなければならない。 

１２ なぜなら、国の行政機関が行政機関における事務処理に対する法的根拠

を国民に示すために、国民からの開示請求や審査請求等を受けて、その都

度、行政文書の探索を行うことは、非効率的な事務処理を行っていること

になり、国の行政機関としての事務処理を怠っていることになるからであ

る 

１３ なお、情報公開法は、①国民主権の理念にのっとり、②行政文書の開示

を請求する権利につき定めること等により、③行政機関の保有する情報の

一層の公開を図り、④もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責

務が全うされるようにするとともに、⑤国民の的確な理解と批判の下にあ

る公正で民主的な行政の推進に資することを「目的」にしている（法１

条）。 

以上により、防衛省の理由説明は、特定一部事務組合に対して補助金を交付

している国の行政機関としての理由説明になっていない※１※２ので、不開示

決定処分を維持することは不当である。 

※１：防衛省が審査請求を受けて審査請求人が開示を求めている行政文書の探

索を行っていることが事実である場合は、少なくとも、同省は、令和７年

において審査請求人が審査請求を行っている理由を承知していることにな

る。 

※２：国の行政機関である防衛省が、国民が開示を求めている法令に基づく同

省の事務処理に関する行政文書に対して、①作成及び取得していないとい

う理由や、②国民の審査請求を受けて検索を行ったが保有を確認できなか

ったという理由だけで、③不開示決定処分を維持することは、同省が、④

審査請求における国民の「主張」や、⑤情報公開法の「目的」を無視して

事務処理を行っていることになり、結果的に、同省が、⑥法令の定めに反

して事務処理を行っていることになる。 

いずれにしても、国の行政機関である防衛省（法律上は防衛大臣）は、国の

立法機関である国会が定めている補助金適正化法３条１項の規定により、補助

金等が「国民」から徴収された税金その他の貴璽な財源でまかなわれるもので

あることに特に留意して、補助金等に係る予算の執行に努める責務を有してい

る。 

そして、防衛省の職員は、憲法１５条２項の規定における日本の公務員とし

て、同省の奉仕者としてではなく、「国民全体」の奉仕者として職務を遂行す

る責務を有している。 

以上 
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別紙６ 

 

審査請求の理由（原処分３） 

１ 貴省（特定防衛施設局）は、特定一部事務組合に対して補助金適正化法６

条１項の規定に従って補助金の交付を決定したときに、同組合に対する補助

金の交付の目的を達成するために、同法７条１項の規定に従って同組合が整

備する特定一般廃棄物処理施設を使用して特定米軍施設から排出される一般

廃棄物（以下「米軍ごみ」という。）の処理を行うことを条件として附して

いた。 

２ しかし、特定一部事務組合は、貴省の補助金を利用して特定一般廃棄物処

理施設の整備を行った平成１５年度から平成２９年１１月まで、補助金の交

付の条件になっている米軍ごみの処理を一度も行っていなかった。 

３ そして、特定一部事務組合は、平成２９年１２月から米軍ごみの処理に着

手しているが、焼却炉を使用して「可燃ごみ」の処理だけを行っている。 

４ したがって、特定一部事務組合は、米軍ごみの処理において、令和６年度

まで、リサイクルプラザを使用して「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ご

み」の処理を一度も行っていないことになる。（重要） 

５ しかも、特定一部事務組合は平成２６年度から溶融炉の運用を休止してい

るので、同組合は、令和６年度まで、溶融炉を使用して米軍ごみの処理を一

度も行っていないことになる。（重要） 

６ なお、特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計

画は、同組合の構成村である特定村Ａと特定村Ｂが特定市と共同で推進して

いる「ごみ処理の広域化」に伴って、令和１１年度には補助金適正化法の規

定に基づく補助対象財産である特定一般廃棄物処理施設を廃止する計画にな

っている。 

７ 言うまでもなく、特定一部事務組合が所有している補助対象財産である特

定一般廃棄物処理施設には、①焼却炉だけでなく、②リサイクルプラザや、

③溶融炉や、④建物等が含まれている。 

８ したがって、特定一部事務組合が令和１０年度まで一般廃棄物処理基本計

画の見直しを行わない場合は、同組合は、①リサイクルプラザと、②溶融炉

を米軍ごみの処理に一度も使用しないまま補助対象財産である特定一般廃棄

物処理施設を廃止することになる。（重要） 

９ しかし、その場合は、①特定一部事務組合が令和１０年度に米軍ごみの処

理を放棄することになるので、②貴省は特定一部事務組合に対する補助目的

を達成することができないことになる。（重要） 

１０ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提として行政文書の開示請求

を行っている。 

１１ 以上により、貴省は、審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及
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び取得しているはずなので、当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

ることはできない。 

１２ なお、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、結

果的に、貴省は令和６年度においても、補助事業者である特定一部事務組

合に対して補助対象財産であるリサイクルプラザと溶融炉の財産処分につ

いて何の助言や指導等も行っていないことになるので、理由説明書にその

合理的な理由を明記しなければならない。（重要） 

１３ そして、貴省は、当該審査請求人が令和６年７月１７日付けで行政文書

の開示請求を行ったことにより、特定一部事務組合が令和４年３月に一般

廃棄物処理基本計画を改定していることについては知っていることになる

ので、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、その

ことを前提にして理由説明書を作成しなければならない。（重要） 
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別紙７ 

 

意見書（原処分３） 

１ 防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の開示請求に

よって、令和６年において、特定一部事務組合が令和４年３月に一般廃棄物

処理基本計画を改定していることを知っていたことになる。 

２ そして、防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の開

示請求によって、令和６年において、特定一部事務組合の構成村になってい

る特定村Ａと特定村Ｂが特定市と共同で推進している「ごみ処理の広域化」

に対する事務処理に当たって、広域施設の整備が完了したときに、同組合が

同省の補助金を利用して整備した特定一般廃棄物処理施設を廃止して、同省

の補助金の交付の条件になっている「米軍ごみ」の処理を放棄することも知

っていたことになる。 

３ そして、防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の開

示請求によって、令和６年において、特定一部事務組合が同省の補助金を利

用して整備した特定一般廃棄物処理施設に設置されている灰溶融炉とリサイ

クルプラザを「米軍ごみ」の処理に一度も使用しないまま廃止する予定でい

ることも知っていたことになる。 

４ したがって、防衛省が特定一部事務組合に対して国の行政機関として法令

の定めに従って適正な事務処理を行っていると判断している場合は、同省は

審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取得していなければなら

ないことになる。（重要） 

５ なぜなら、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取

得していない場合は、第三者（会計検査院を含む。）に対して特定一部事務

組合に対する同省の事務処理の正当性を証明することができないことになる

からである。（重要） 

６ そして、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取得

していない場合は、特定一部事務組合が、①令和４年３月に一般廃棄物処理

基本計画を改定している事実と、②特定村Ａと特定村Ｂが特定市と共同で推

進している「ごみ処理の広域化」に対する事務処理に当たって、広域施設の

整備が完了したときに、同組合が同省の補助金を利用して整備した特定一般

廃棄物処理施設（灰溶融炉とリサイクルプラザを含む。）を廃止して、同省

の補助金の交付の条件になっている「米軍ごみ」の処理も放棄する一般廃棄

物処理基本計画を策定している事実を意図的に無視して事務処理を行ってい

ることになるからである。（重要） 

７ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提にして、防衛省に対して行政

文書の開示請求を行っている。 

８ にもかかわらず、防衛省は、同省において審査請求人が開示を求めている
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行政文書については、作成及び取得しておらず、保有の確認ができなかった

という理由だけで、不開示としていた。 

９ しかも、防衛省は、審査請求人が行った審査請求に対して、審査請求を受

けて、所要の探索を行ったが、再度の探索においても保有を確認できなかっ

たという理由だけで、審査請求人の主張には理由がないと「断定」して、不

開示決定処分を維持することは妥当であると結論付けている。 

１０ しかし、審査請求人の主張は、国の主権者である国民の主張である。 

１１ したがって、国の行政機関が国の主権者である国民の主張には理由がな

いと「断定」して事務処理を行うためには、法の秩序を維持するために、

行政機関の責任において、国の主権者である国民に対して、その法的根拠

を明確にしなければならない。 

１２ そして、国の行政機関が国の主権者である国民に対して行政機関におけ

る事務処理に対する法的根拠を明確にするためには、その行政機関におい

て組織的に用いることができる行政文書を作成及び取得して、いつでも国

の主権者である国民に対して開示できるようにしておかなければならない。 

１３ なぜなら、国の行政機関が行政機関における事務処理に対する法的根拠

を国民に示すために、国民からの開示請求や審査請求等を受けて、その都

度、行政文書の探索を行うことは、非効率的な事務処理を行っていること

になり、国の行政機関としての事務処理を怠っていることになるからであ

る 

１４ なお、情報公開法は、①国民主権の理念にのっとり、②行政文書の開示

を請求する権利につき定めること等により、③行政機関の保有する情報の

一層の公開を図り、④もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責

務が全うされるようにするとともに、⑤国民の的確な理解と批判の下にあ

る公正で民主的な行政の推進に資することを「目的」にしている（法１

条）。 

以上により、防衛省の理由説明は、特定一部事務組合に対して補助金を交付

している国の行政機関としての理由説明になっていない※１※２ので、不開示

決定処分を維持することは不当である。 

※１：防衛省が審査請求を受けて審査請求人が開示を求めている行政文書の探

索を行っていることが事実である場合は、少なくとも、同省は、令和７年

において審査請求人が審査請求を行っている理由を承知していることにな

る。 

※２：国の行政機関である防衛省が、国民が開示を求めている法令に基づく同

省の事務処理に関する行政文書に対して、①作成及び取得していないとい

う理由や、②国民の審査請求を受けて検索を行ったが保有を確認できなか

ったという理由だけで、③不開示決定処分を維持することは、同省が、④

審査請求における国民の「主張」や、⑤情報公開法の「目的」を無視して
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事務処理を行っていることになり、結果的に、同省が、⑥法令の定めに反

して事務処理を行っていることになる。 

いずれにしても、国の行政機関である防衛省（法律上は防衛大臣）は、国の

立法機関である国会が定めている補助金適正化法３条１項の規定により、補助

金等が「国民」から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるもので

あることに特に留意して、補助金等に係る予算の執行に努める責務を有してい

る。 

そして、防衛省の職員は、憲法１５条２項の規定における日本の公務員とし

て、同省の奉仕者としてではなく、「国民全体」の奉仕者として職務を遂行す

る責務を有している。 

以上 
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別紙８ 

 

審査請求の理由（原処分４） 

１ 貴省（特定防衛施設局）は、特定一部事務組合に対して補助金適正化法６

条１項の規定に従って補助金の交付を決定したときに、同組合に対する補助

金の交付の目的を達成するために、同法７条１項の規定に従って同組合が整

備する特定一般廃棄物処理施設を使用して特定米軍施設から排出される一般

廃棄物（以下「米軍ごみ」という。）の処理を行うことを条件として附して

いた。 

２ しかし、特定一部事務組合は、貴省の補助金を利用して特定一般廃棄物処

理施設の整備を行った平成１５年度から平成２９年１１月まで、補助金の交

付の条件になっている米軍ごみの処理を一度も行っていなかった。 

３ そして、特定一部事務組合は、平成２９年１２月から米軍ごみの処理に着

手しているが、焼却炉を使用して「可燃ごみ」の処理だけを行っている。 

４ したがって、特定一部事務組合は、米軍ごみの処理において、令和６年度

まで、リサイクルプラザを使用して「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ご

み」の処理を一度も行っていないことになる。（重要） 

５ しかも、特定一部事務組合は平成２６年度から溶融炉の運用を休止してい

るので、同組合は、令和６年度まで、溶融炉を使用して米軍ごみの重要処理

を一度も行っていないことになる。（重要） 

６ なお、特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計

画は、同組合の構成村である特定村Ａと特定村Ｂが特定市と共同で推進して

いる「ごみ処理の広域化」に伴って、令和１１年度には補助金適正化法の規

定に基づく補助対象財産である特定一般廃棄物処理施設を廃止する計画にな

っている。 

７ 言うまでもなく、特定一部事務組合が所有している補助対象財産である特

定一般廃棄物処理施設には、①焼却炉だけでなく、②リサイクルプラザや、

③溶融炉や、④建物等が含まれている。 

８ したがって、特定一部事務組合が令和１０年度まで一般廃棄物処理基本計

画の見直しを行わない場合は、同組合は、①リサイクルプラザと、②溶融炉

を米軍ごみの処理に一度も使用しないまま補助対象財産である特定一般廃棄

物処理施設を廃止することになる。（重要） 

９ しかし、その場合は、①特定一部事務組合が令和１０年度に米軍ごみの処

理を放棄することになるので、②貴省は特定一部事務組合に対する補助目的

を達成することができないことになる。（重要） 

１０ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提として行政文書の開示請求

を行っている。 

１１ 以上により、貴省は、審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及
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び取得しているはずなので、当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

ることはできない。 

１２ なお、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、結

果的に、費省は令和６年度においても、補助事業者である特定一部事務組

合に対して、補助金適正化法の規定に基づく貴省の補助目的を達成するた

めに何の助言や指導等も行っていないことになるので、理由説明書にその

合理的な理由を明記しなければならない。（重要） 

１３ そして、貴省は、当該審査請求人が令和６年７月１７日付けで行政文書

の開示請求を行ったことにより、特定一部事務組合が令和４年３月に一般

廃棄物処理基本計画を改定していることについては知っていることになる

ので、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、その

ことを前提にして理由説明書を作成しなければならない。（重要） 
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別紙９ 

 

意見書（原処分４） 

１ 防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の開示請求に

よって、令和６年において、特定一部事務組合が令和４年３月に一般廃棄物

処理基本計画を改定していることを知っていたことになる。 

２ そして、防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の開

示請求によって、令和６年において、特定一部事務組合の構成村になってい

る特定村Ａと特定村Ｂが特定市と共同で推進している「ごみ処理の広域化」

に対する事務処理に当たって、広域施設の整備が完了したときに、同組合が

同省の補助金を利用して整備した特定一般廃棄物処理施設を廃止して、同省

の補助金の交付の条件になっている「米軍ごみ」の処理を放棄することも知

っていたことになる。 

３ そして、防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の開

示請求によって、令和６年において、特定一部事務組合が、①特定一般廃棄

物処理施設の供用を開始した平成１５年度から平成２９年１１月までの約１

５年間、特定一般廃棄物処理施設を使用して補助金の交付の条件になってい

る「米軍ごみ」の処理を一度も行っていなかったことと、②平成２９年１２

月以降においても、特定一般廃棄物処理施設を使用して「米軍ごみ」に含ま

れている「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処理を行わずに「可

燃ごみ」の処理だけを行っていることも知っていたことになる。 

４ つまり、防衛省は、令和６年において、補助金適正化法の規定に基づく補

助事業者である特定一部事務組合が、特定一般廃棄物処理施設の供用を開始

した平成１５年度から、同法１１条１項の規定に従って補助事業を行ってい

なかった（補助金の交付の条件に従って善良な管理者の注意をもって補助事

業を行っていなかった）ことも知っていたことになる。 

５ しかし、補助金適正化法の規定に基づく補助事業者である特定一部事務組

合が同法１１条１項の規定に従って補助事業を行わない場合は、防衛省は同

組合に対して補助金を交付した目的を永遠に達成することができないことに

なる。（重要） 

６ なぜなら、防衛省は、特定一部事務組合に対して補助金の交付を決定した

ときに、同組合に対する補助金の交付の目的を達成するために、特定一般廃

棄物処理施設を使用して「米軍ごみ」（「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資

源ごみ」を含む。）の処理を行うことを補助金の交付の条件として附してい

たからである。（重要） 

７ したがって、防衛省が特定一部事務組合に対して国の行政機関として法令

の定めに従って適正な事務処理を行っていると判断している場合は、同省は

審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取得していなければなら
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ないことになる。（重要） 

８ なぜなら、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取

得していない場合は、第三者（会計検査院を含む。）に対して特定一部事務

組合に対する同省の事務処理の正当性を証明することができないことになる

からである。（重要） 

９ そして、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取得

していない場合は、特定一部事務組合が補助金適正化法１１条１項の規定に

従って補助事業を行わなければ、同省が同組合に対して補助金を交付した目

的を永遠に達成することができないことになることを意図的に無視して事務

処理を行っていることになる。（重要） 

１０ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提にして、防衛省に対して行

政文書の開示請求を行っている。 

１１ にもかかわらず、防衛省は、同省において審査請求人が開示を求めてい

る行政文書については、作成及び取得しておらず、保有の確認ができなか

ったという理由だけで、不開示としていた。 

１２ しかも、防衛省は、審査請求人が行った審査請求に対して、審査請求を

受けて所要の探索を行ったが、再度の探索においても保有を確認できなか

ったという理由だけで、審査請求人の主張には理由がないと「断定」して、

不開示決定処分を維持することは妥当であると結論付けている。 

１３ しかし、審査請求人の主張は、国の主権者である国民の主張である。 

１４ したがって、国の行政機関が国の主権者である国民の主張には理由がな

いと「断定」して事務処理を行うためには、法の秩序を維持するために、

行政機関の責任において、国の主権者である国民に対して、その法的根拠

を明確にしなければならない。 

１５ そして、国の行政機関が国の主権者である国民に対して行政機関におけ

る事務処理に対する法的根拠を明確にするためには、その行政機関におい

て組織的に用いることができる行政文書を作成及び取得して、いつでも国

の主権者である国民に対して開示できるようにしておかなければならない。 

１６ なぜなら、国の行政機関が行政機関における事務処理に対する法的根拠

を国民に示すために、国民からの開示請求や審査請求等を受けて、その都

度、行政文書の探索を行うことは、非効率的な事務処理を行っていること

になり、国の行政機関としての事務処理を怠っていることになるからであ

る 

１７ なお、情報公開法は、①国民主権の理念にのっとり、②行政文書の開示

を請求する権利につき定めること等により、③行政機関の保有する情報の

一層の公開を図り、④もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責

務が全うされるようにするとともに、⑤国民の的確な理解と批判の下にあ

る公正で民主的な行政の推進に資することを「目的」にしている（法１
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条）。 

以上により、防衛省の理由説明は、特定一部事務組合に対して補助金を交付

している国の行政機関としての理由説明になっていない※１※２ので、不開示

決定処分を維持することは不当である。 

※１：防衛省が審査請求を受けて審査請求人が開示を求めている行政文書の探

索を行っていることが事実である場合は、少なくとも、同省は、令和７年

において審査請求人が審査請求を行っている理由を承知していることにな

る。 

※２：国の行政機関である防衛省が、国民が開示を求めている法令に基づく同

省の事務処理に関する行政文書に対して、①作成及び取得していないとい

う理由や、②国民の審査請求を受けて検索を行ったが保有を確認できなか

ったという理由だけで、③不開示決定処分を維持することは、同省が、④

審査請求における国民の「主張」や、⑤情報公開法の「目的」を無視して

事務処理を行っていることになり、結果的に、同省が、⑥法令の定めに反

して事務処理を行っていることになる。 

いずれにしても、国の行政機関である防衛省（法律上は防衛大臣）は、国の

立法機関である国会が定めている補助金適正化法３条１項の規定により、補助

金等が「国民」から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるもので

あることに特に留意して、補助金等に係る予算の執行に努める責務を有してい

る。 

そして、防衛省の職員は、憲法１５条２項の規定における日本の公務員とし

て、同省の奉仕者としてではなく、「国民全体」の奉仕者として職務を遂行す

る責務を有している。 

以上 



 
 

 28 

別紙１０ 

 

審査請求の理由（原処分５） 

１ 貴省（特定防衛施設局）は、特定一部事務組合に対して補助金適正化法６

条１項の規定に従って補助金の交付を決定したときに、同組合に対する補助

金の交付の目的を達成するために、同法７条１項の規定に従って同組合が整

備する特定一般廃棄物処理施設を使用して特定米軍施設から排出される一般

廃棄物（以下「米軍ごみ」という。）の処理を行うことを条件として附して

いた。 

２ しかし、特定一部事務組合は、貴省の補助金を利用して特定一般廃棄物処

理施設の整備を行った平成１５年度から平成２９年１１月まで、補助金の交

付の条件になっている米軍ごみの処理を一度も行っていなかった。 

３ そして、特定一部事務組合は、平成２９年１２月から米軍ごみの処理に着

手しているが、焼却炉を使用して「可燃ごみ」の処理だけを行っている。 

４ したがって、特定一部事務組合は、米軍ごみの処理において、令和６年度

まで、リサイクルプラザを使用して「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ご

み」の処理を一度も行っていないことになる。（重要） 

５ しかも、特定一部事務組合は平成２６年度から溶融炉の運用を休止してい

るので、同組合は、令和６年度まで、溶融炉を使用して米軍ごみの処理を一

度も行っていないことになる。（重要） 

６ なお、特定一部事務組合が令和４年３月に改定した一般廃棄物処理基本計

画は、同組合の構成村である特定村Ａと特定村Ｂが特定市と共同で推進して

いる「ごみ処理の広域化」に伴って、令和１１年度には補助金適正化法の規

定に基づく補助対象財産である特定一般廃棄物処理施設を廃止する計画にな

っている。 

７ 言うまでもなく、特定一部事務組合が所有している補助対象財産である特

定一般廃棄物処理施設には、①焼却炉だけでなく、②リサイクルプラザや、

③溶融炉や、④建物等が含まれているので、同組合が特定一般廃棄物処理施

設を廃止する場合は、これらの補助対象財産についても貴省が定めている財

産処分の承認基準に従って適正な事務処理を行わなければならないことにな

る。 

８ ところで、貴省は貴省が定めている財産処分の承認基準において、補助対

象財産の経過年数が同財産の処分制限期間を経過する前に同財産を廃止する

場合は、残存年数（処分制限期間から経過年数を差し引いた年数）に応じた

補助金の返還を要するとしている。（重要） 

９ そして、貴省は貴省が定めている財産処分の承認基準において、補助対象

財産の経過年数については、所有年数ではなく、「補助事業者が補助目的の

ために事業を実施した年数」としている。（重要） 
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１０ したがって、特定一部事務組合が令和１０年度まで、令和４年３月に改

定した一般廃棄物処理基本計画の見直しを行わない場合は、①同組合が補

助事業者として補助目的のために事業を実施した実質的な年数は「ゼロ

年」ということになり、②貴省が定めている財産処分の承認基準における

補助対象財産の経過年数も「ゼロ年」ということになる。（重要） 

１１ そうなると、特定一部事務組合は補助対象財産（特定一般廃棄物処理施

設）の廃止に当たって残存年数（処分制限期間から経過年数を差し引いた

年数）に応じた補助金を貴省に返還しなければならないことになる。（重

要） 

１２ そして、特定一部事務組合が貴省に対して補助金を返還する場合は、補

助金適正化法の規定に従って加算金を納付しなければならないことになる。

（重要） 

１３ いずれにしても、貴省は、特定一部事務組合が、①平成２６年度から溶

融炉の運用を休止したときと、②平成２９年１２月から米軍ごみ（「可燃

ごみ」のみ）の処理に着手したときに同組合が所有している補助対象財産

（特定一般廃棄物処理施設）の運用計画に対して直接的に関与しており、

③平成３０年度以降においても、毎年度、同組合から米軍ごみの処理に関

する報告を受けているので、貴省は令和６年度において同組合における補

助事業の実態を把握していることになる。 

１４ つまり、貴省は、貴省の事務処理において、①特定一部事務組合が令和

２９年１１月まで米軍ごみの処理を一度も行っていなかったことと、②同

組合が令和６年度まで溶融炉とリサイクルプラザを米軍ごみの処理に一度

も使用していないことを知っていることになる。（重要） 

１５ そして、貴省は、令和６年度において、そのことを否定することができ

ない状況になっている。（重要） 

１６ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提として行政文書の開ホ請求

を行っている。 

１７ 以上により、貴省は、審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及

び取得しているはずなので、当該審査請求に当たって不開示決定を維持す

ることはできない。 

１８ なお、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、結

果的に、貴省は令和６年度においても、特定一部事務組合に対して補助金

の返還や加算金の納付について何の助言や指導等も行っていないことにな

るので、理由説明書にその合理的な理由を明記しなければならない。（重

要） 

１９ そして、貴省が当該審査請求に当たって不開示決定を維持する場合は、

貴省が定めている財産処分の承認基準における補助対象財産の経過年数が、

所有年数ではなく「補助事業者が補助目的のために事業を実施した年数」
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になっていることを踏まえて、理由説明書を作成しなければならない。

（重要） 
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別紙１１ 

 

意見書（原処分５） 

１ 防衛省が定めている「財産処分の承認基準」において、同省は、補助対象

財産の「経過年数」については、所有年数ではなく、「補助事業者が補助目

的のために事業を実施した年数」としている。（重要） 

２ なお、防衛省は特定一部事務組合に対して補助金（約４０億円）の交付を

決定したときに、同組合に対する補助金の交付の目的を達成するために、同

組合が同省の補助金を利用して整備する特定一般廃棄物処理施設を使用して、

同組合の行政区域内にある特定在日米軍施設から排出される一般廃棄物（以

下「米軍ごみ」という。）の処理を行うことを条件として附していた。 

３ したがって、特定一部事務組合が、防衛省が同組合に附している補助金の

交付の条件に従って補助事業を行わない場合は、同組合は同省の補助金を利

用している補助事業者として、補助目的のために事業を実施していないこと

になる。（重要） 

４ にもかかわらず、特定一部事務組合は、特定一般廃棄物処理施設の供用を

開始した平成１５年度から平成２９年１１月までの約１５年間、特定一般廃

棄物処理施設を使用して補助金の交付の条件になっている「米軍ごみ」の処

理を一度も行っていなかった。 

５ そして、特定一部事務組合は、平成２９年１２月以降においても、特定一

般廃棄物処理施設を使用して「米軍ごみ」に含まれている「不燃ごみ」と

「粗大ごみ」と「資源ごみ」の処理を行わずに「可燃ごみ」の処理だけを行

っている。 

６ したがって、特定一部事務組合は、特定一般廃棄物処理施設の供用を開始

した平成１５年度から、防衛省の補助金を利用している補助事業者として、

補助目的のために事業を実施していなかったことになる。（重要） 

７ なぜなら、特定一部事務組合の行政区域内にある特定米軍施設から排出さ

れる「米軍ごみ」には、「可燃ごみ」だけでなく「不燃ごみ」と「粗大ご

み」と「資源ごみ」も含まれているからである。（重要） 

８ つまり、特定一部事務組合が特定米軍施設から排出されるすべての「米軍

ごみ」（「不燃ごみ」と「粗大ごみ」と「資源ごみ」を含む。）の処理を行

っていない場合は、結果的に、防衛省の補助金を利用している補助事業者と

して、補助目的のために事業を実施していないことになるからである。（重

要） 

９ なお、防衛省が定めている「財産処分の承認基準」において、補助事業者

が、防衛省の補助目的を達成する前に、補助対象財産の処分（廃止、取り壊

し等）を行う場合は、補助対象財産の残存年数（補助対象財産の処分制限期

間から「経過年数」を差し引いた年数）に応じた補助金の返還を要するとし
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ている。 

１０ したがって、特定一部事務組合が防衛省の補助目的を達成する前に、補

助対象財産の処分（廃止、取り壊し等）を行う場合は、補助金適正化法と

同省が定めている「財産処分の承認基準」に従って、特定一部事務組合に

対して補助対象財産の残存年数に応じた補助金の返還を命じなければなら

ないことになる。（重要） 

１１ そして、防衛省が特定一部事務組合に対して補助金の返還を命じる場合

は、補助金適正化法の規定に従って、加算金の納付も命じなければならな

いことになる。（重要） 

１２ いずれにしても、防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行

政文書の開示請求によって、令和６年において、特定一部事務組合が令和

４年３月に一般廃棄物処理基本計画を改定していることを知っていたこと

になる。 

１３ そして、防衛省は、審査請求人が過去に行った同省に対する行政文書の

開示請求によって、令和６年において、特定一部事務組合の構成村になっ

ている特定村Ａと特定村Ｂが特定市と共同で推進している「ごみ処理の広

域化」に対する事務処理に当たって、広域施設の整備が完了したときに、

同組合が同省の補助金を利用して整備した特定一般廃棄物処理施設を廃止

して、同省の補助金の交付の条件になっている「米軍ごみ」の処理を放棄

することも知っていたことになる。 

１４ そして、防衛省は、当然のこととして、令和６年において、同省が定め

ている「財産処分の承認基準」における補助対象財産の「経過年数」が、

所有年数ではなく、「補助事業者が補助目的のために事業を実施した年

数」になっていることも知っていたことになる。 

１５ さらに、防衛省は、令和６年において、補助金適正化法の規定に基づく

補助事業者である特定一部事務組合が、特定一般廃棄物処理施設の供用を

開始した平成１５年度から、同法１１条１項の規定に従って補助事業を行

っていなかった（補助金の交付の条件に従って善良な管理者の注意をもっ

て補助事業を行っていなかった）ことも知っていたことになる。 

１６ したがって、防衛省が特定一部事務組合に対して国の行政機関として法

令の定めに従って適正な事務処理を行っていると判断している場合は、同

省は審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取得していなけれ

ばならないことになる。（重要） 

１７ なぜなら、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び

取得していない場合は、第三者（会計検査院を含む。）に対して特定一部

事務組合に対する同省の事務処理の正当性を証明することができないこと

になるからである。（重要） 

１８ そして、防衛省が審査請求人が開示を求めている行政文書を作成及び取
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得していない場合は、同省が定めている「財産処分の承認基準」における

補助対象財産の「経過年数」と「残存年数」を意図的に無視して事務処理

を行っていることになるからである。（重要） 

１９ そもそも、審査請求人はこれらのことを前提にして、防衛省に対して行

政文書の開示請求を行っている。 

２０ にもかかわらず、防衛省は、同省において審査請求人が開示を求めてい

る行政文書については、作成及び取得しておらず、保有の確認ができなか

ったという理由だけで、不開示としていた。 

２１ しかも、防衛省は、審査請求人が行った審査請求に対して、審査請求を

受けて所要の探索を行ったが、再度の探索においても保有を確認できなか

ったという理由だけで、審査請求人の主張には理由がないと「断定」して、

不開示決定処分を維持することは妥当であると結論付けている。 

２２ しかし、審査請求人の主張は、国の主権者である国民の主張である。 

２３ したがって、国の行政機関が国の主権者である国民の主張には理由がな

いと「断定」して事務処理を行うためには、法の秩序を維持するために、

行政機関の責任において、国の主権者である国民に対して、その法的根拠

を明確にしなければならない。 

２４ そして、国の行政機関が国の主権者である国民に対して行政機関におけ

る事務処理に対する法的根拠を明確にするためには、その行政機関におい

て組織的に用いることができる行政文書を作成及び取得して、いつでも国

の主権者である国民に対して開示できるようにしておかなければならない。 

２５ なぜなら、国の行政機関が行政機関における事務処理に対する法的根拠

を国民に示すために、国民からの開示請求や審査請求等を受けて、その都

度、行政文書の探索を行うことは、非効率的な事務処理を行っていること

になり、国の行政機関としての事務処理を怠っていることになるからであ

る 

２６ なお、情報公開法は、①国民主権の理念にのっとり、②行政文嘗の開示

を請求する権利につき定めること等により、③行政機関の保有する情報の

一層の公開を図り、④もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責

務が全うされるようにするとともに、⑤国民の的確な理解と批判の下にあ

る公正で民主的な行政の推進に資することを「目的」にしている（法１

条）。 

以上により、防衛省の理由説明は、特定一部事務組合に対して補助金を交付

している国の行政機関としての理由説明になっていない※１※２ので、不開示

決定処分を維持することは不当である。 

※１：防衛省が審査請求を受けて審査請求人が開示を求めている行政文書の探

索を行っていることが事実である場合は、少なくとも、同省は、令和７年

において審査請求人が審査請求を行っている理由を承知していることにな
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る。 

※２：国の行政機関である防衛省が、国民が開示を求めている法令に基づく同

省の事務処理に関する行政文書に対して、①作成及び取得していないとい

う理由や、②国民の審査請求を受けて検索を行ったが保有を確認できなか

ったという理由だけで、③不開示決定処分を維持することは、同省が、④

審査請求における国民の「主張」や、⑤情報公開法の「目的」を無視して

事務処理を行っていることになり、結果的に、同省が、⑥法令の定めに反

して事務処理を行っていることになる。 

いずれにしても、国の行政機関である防衛省（法律上は防衛大臣）は、国の

立法機関である国会が定めている補助金適正化法３条１項の規定により、補助

金等が「国民」から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるもので

あることに特に留意して、補助金等に係る予算の執行に努める責務を有してい

る。 

そして、防衛省の職員は、憲法１５条２項の規定における日本の公務員とし

て、同省の奉仕者としてではなく、「国民全体」の奉仕者として職務を遂行す

る責務を有している。 

以上 


